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「男女共同参画に関する市民意識調査」に ご協力願います。 

日頃から松江市男女共同参画施策の推進にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

松江市では、「市民一人ひとりが性別にかかわりなく、ともに支えあい、いきいきと暮らしていける

松江」をめざし、男女共同参画を推進する施策・事業の実施に努めています。 

このたび、次期「松江市男女共同参画計画」を次年度に策定するにあたり、その基礎資料とするため

本調査を実施することといたしました。この調査は、市内在住の 18 歳以上の方から 2,000 名を無作為

に選ばせていただきました。回答いただいた内容は、統計以外の目的には使用いたしません。また、回

答された方が特定されることはありません。 

ご多用のところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

2025 年（令和 7年）7月 

松江市長　　上 定 昭 仁 

 

【回答にあたってのお願い】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《この調査についてのお問い合わせ先》 

　松江市 市民部 人権男女共同参画課（〒690-0061　松江市白瀉本町 43 番地 スティックビル 3階） 

　電話（0852）55-5477　　Email：danjosankaku@city.matsue.lg.jp 

 

・封筒の宛名に記載されているご本人様がご回答ください。 

・調査票にお名前やご住所を記入していただく必要はありません。 

・ご自身の考えや、それに近いものであてはまる番号に〇をつけてください。 

・「その他」を選んだときは、（　　　　）内に具体的な内容をご記入ください。 

・質問は矢印や指示にしたがって進んでください。

この調査票またはインターネットのいずれかでご回答ください。 

　ＡかＢのどちらか 1つを選択してください。 

Ａ）この調査票（紙）による回答 

　　この調査票に直接記入し、同封の返信用封筒（切手は不要）に入れて、 

　　郵便ポストに投函してください。お名前、ご住所の記入は不要です。 

Ｂ）インターネットによる回答（スマートフォン、タブレット、パソコン） 

　　　①右記ＱＲコード、または、下記のＵＲＬから「しまね電子申請サービス」 

のアンケートフォームに入力してください。 

https://x.gd/Jgdui 

　　　②画面の案内に沿って、回答を入力してください。 

　　　　※インターネットで回答された場合は、調査票を返送する必要はありません。 

　令和７年８月末までにご回答ください。
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１．あなたの性別について、教えてください。（○は１つ） 

 

　　 

※本調査は、男女共同参画や男女の平等に関する意識などを調査するため、性別をご回答 

いただいています。ご自身が認識する性別でご記入ください。（戸籍上の性別と一致している 

必要はありません） 

２．あなたの年齢は、満でおいくつですか（記入日時点）。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

３．あなたの就労形態について、教えてください。（○は１つ） 

 

 

 

４．あなたの世帯について、教えてください。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

５．あなたのお住まいは、どの地区ですか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．女性　　２．男性　　３．自由記載（　　　　　　　　　　　　）

はじめに、あなたご自身のことについておたずねします。

１．18～19 歳　　　２．20～24 歳　　　３．25～29 歳　　　４．30～34 歳 

５．35～39 歳　　　６．40～44 歳　　　７．45～49 歳　　　８．50～54 歳 

　　９．55～59 歳　　　10．60～64 歳　　　11．65～69 歳　　　12．70～74 歳 

13．75～79 歳　　　14．80 歳以上

１．無職・学生・家事専業　　　２．常勤　　　３．パート・アルバイト 

４．契約社員・派遣社員　　　５．自営・フリーランス

１．一人暮らし世帯　　　２．夫婦のみの世帯 

３．親子二世代にわたる世帯（18 歳未満のこどもがいる） 

４．親子二世代にわたる世帯（18 歳未満のこどもがいない） 

５．三世代以上の世帯（18 歳未満のこどもがいる） 

６．三世代以上の世帯（18 歳未満のこどもがいない） 

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

１．城東地区　　２．城北地区　　３．城西地区　　４．白潟地区　　５．朝日地区 

６．雑賀地区　　７．津田地区　　８．古志原地区　９．川津地区　　10．朝酌地区 

11．法吉地区　　12．竹矢地区　　13．乃木地区　　14．忌部地区　　15．大庭地区 

16．生馬地区　　17．持田地区　　18．古江地区　　19．本庄地区　　20．大野地区 

21．秋鹿地区　　22．鹿島地区　　23．島根地区　　24．美保関地区　25．八雲地区 

26．玉湯地区　　27．宍道地区　　28．八束地区　　29．東出雲地区 

どの地区かわからない場合は、お住まいの町丁名をカッコ内にご記入ください。 

（例：殿町、学園〇丁目など） 

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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■男女の地位の平等感についておうかがいします。 

問１．次のような分野では、男女の地位は平等になっていると思いますか。 

(1)～(8)のそれぞれについて当てはまる番号に１つずつ○をつけてください。 

 

 

問１－２．では、社会全体でみた場合には、男女の地位は平等になっていると思いますか。

当てはまる番号 1つに○をつけてください。 

 

１．男性のほうが非常に優遇されている 

２．どちらかといえば男性のほうが優遇されている 

３．平等 

４．どちらかといえば女性のほうが優遇されている 

５．女性のほうが非常に優遇されている 
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 (1) 家庭生活で １ ２ ３ ４ ５

 (2) 職場で １ ２ ３ ４ ５

 (3) 学校教育の場で １ ２ ３ ４ ５

 (4) 政治の場で １ ２ ３ ４ ５

 (5) 法律や制度上で １ ２ ３ ４ ５

 (6) 社会通念・慣習・しきたりなどで １ ２ ３ ４ ５

 (7) 就職で １ ２ ３ ４ ５

 (8) 自治会や PTA などの地域活動の場で １ ２ ３ ４ ５

続いて、質問にはいります。
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■性別役割分担意識についておうかがいします。 

問２．次のような考え方について、あなたはどう思いますか。 

(1)～(8)のそれぞれについて当てはまる番号に１つずつ○をつけてください。 

 

 

 

■女性の社会参画についておうかがいします。 

問３．あなたは、市の政策について、女性の意見や考え方がどの程度反映されていると思い

ますか。当てはまる番号 1つに○をつけてください。 

 

１．十分反映されている 

２．ある程度反映されている 

３．あまり反映されていない 

４．ほとんど（全く）反映されていない 
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 (1) 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであると思う １ ２ ３ ４

 (2) 自治会などの代表は、男性の方がうまくいくと思う １ ２ ３ ４

 (3) 子育ては、やはり母親でなくてはならないと思う １ ２ ３ ４

 (4) 家事、介護は女性のほうが向いていると思う １ ２ ３ ４

 (5) 男性も育児休業や介護休業を取得すべきだと思う １ ２ ３ ４

 (6) 世帯主に男性がなるのは当然だと思う １ ２ ３ ４

 (7) 結婚したら女性は、夫の姓に改姓したほうが良いと思う １ ２ ３ ４

 (8) 男女共同参画社会は、だれもが生きやすい社会だと思う １ ２ ３ ４

問４へ

問３－２へ
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（問３で「あまり反映されていない」「ほとんど（全く）反映されていない」と答えた方に） 

問３－２．市の政策に女性の意見や考え方が反映されていないと思う理由は何ですか。 

当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

１．市議会や行政機関などの政策・方針決定の場に女性が少ないから 

２．市の審議会などの委員に女性が少ないから 

３．女性の意見や考え方に対して市議会や行政機関の側の関心が薄いから 

　４．女性からの働きかけが十分ではないから 

　５．女性の意見や考え方が期待されていないから 

　６．女性自身の関心が低いから 

７．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

 

 

■女性と仕事についておうかがいします。 

問４．一般的に、女性が仕事をすることについて、あなたはどう考えますか。 

当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

１．女性は仕事に就かないほうがよい 

２．結婚するまでは、仕事を続けるほうがよい 

　３．こどもができるまでは、仕事を続けるほうがよい 

　４．こどもができてもずっと仕事を続けるほうがよい 

　５．こどもができたら仕事を辞め、大きくなったら再び仕事に就くほうがよい 

　６．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

 

問５．一般的に、女性が働き続けていくことについて、現在どのような状況にあると思い 

ますか。当てはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

１．働き続けやすい 

２．どちらかといえば働き続けやすい 

３．どちらかといえば働き続けにくい 

４．働き続けにくい 

 

 

 

問６へ

問５－２へ
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（問５で「どちらかといえば働き続けにくい」「働き続けにくい」と答えた方に） 

問５－２．女性が働き続けていく上で、障害となっているのはどのようなことだと思います

か。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

１． 昇進・昇格、教育・訓練等に男女で不平等な扱いがある 

２． 結婚・出産退職の慣行がある 

３． 短期契約、パートタイム、臨時雇いなど不安定な雇用形態が多い 

４． 女性は定年まで勤め続けにくい雰囲気がある 

５． 女性は補助的な仕事しか任せてもらえない 

６． 長時間労働や残業がある 

７． 職場でのセクシュアル・ハラスメントがある 

８． 育児施設が十分でない 

９． 介護施設が十分でない 

10． 家族の理解や協力が得にくい 

11． 女性自身の知識や技術が不足している 

12． 女性自身に働き続けようという意欲が不足している 

13． その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
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■仕事、家庭生活、地域・個人の生活についておうかがいします。 

問６．生活の中での、仕事と家庭生活または地域・個人の生活の優先度について、お聞き 

します。 

（１）あなたの希望に最も近いものはどれですか。当てはまる番号 1つに○をつけてくださ

い。 

 

１．「仕事」を優先したい 

２．「家庭生活」を優先したい 

３．「地域・個人の生活」を優先したい 

４．「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい 

５．「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先したい 

６．「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい 

７．「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい 

 

 

（２）あなたの現実（現状）に最も近いものはどれですか。当てはまる番号 1つに○を 

つけてください。 

 

１．「仕事」を優先している 

２．「家庭生活」を優先している 

３．「地域・個人の生活」を優先している 

４．「仕事」と「家庭生活」をともに優先している 

５．「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している 

６．「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している 

７．「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している 
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（配偶者（パートナー）と一緒に暮らしている方にお聞きします。配偶者（パートナー）の

いらっしゃらない方は問９へ。） 

　※パートナー：事実婚、生活の本拠を共にする交際相手のこと 

問７．家庭の中で次の仕事はどなたが担当されていますか。(1)～(9)のそれぞれについて、

当てはまる番号に１つずつ○をつけてください。 

 

 

問８．総務省の「令和 3年社会生活基本調査」によると、島根県では女性に比べて男性の家

事・育児・介護の時間が短い状況にあります。あなたは、男性の家事・育児・介護の

時間が短いのはなぜだと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

　１．男性が長時間労働や休暇が取りづらい働き方をしているから 

２．男性側に家事・育児・介護は女性がするべきものという意識があるから 

　３． 「男は仕事、女は家庭」という社会的風潮があるから 

４．職場や上司の理解がないから 

５．男性は家事・育児・介護が苦手だから 

６．家事・育児・介護は女性の方が向いているから 

７．自治会など家庭外の地域活動を男性が担っているから 

８．女性側に家事・育児・介護は男性に任せられないという意識があるから 

９．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

10．無回答 
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 (1) 食事のしたく １ ２ ３ ４ ５

 (2) 食事のかたづけ １ ２ ３ ４ ５

 (3) 掃除 １ ２ ３ ４ ５

 (4) 日常の買い物 １ ２ ３ ４ ５

 (5) 小さいこどもの世話 １ ２ ３ ４ ５

 (6) 介護の必要な高齢者・病人の世話 １ ２ ３ ４ ５

 (7) 地域活動への参加（自治会・PTA など） １ ２ ３ ４ ５

 (8) ゴミ出し １ ２ ３ ４ ５

 (9) 家庭における重大な事柄の決定 １ ２ ３ ４ ５
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問９．男性の家事・育児・介護への参画を進めるために行政が取り組むべきことは何だと思

いますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

１．勤務先の働き方改革の推進 

２．育児休業の義務化など制度の整備 

３．男性の家事・育児・介護のスキルアップ支援 

４．学校教育による理解促進 

５．夫婦に対する普及啓発 

６．上司・同僚に対する普及啓発 

７．地域に対する普及啓発 

８．夫婦の親世代に対する普及啓発 

９．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

10．無回答 

 

 

■ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、セクシュアル・ハラスメントについておうかが

いします。 

 

 

 

 

 

問１０．配偶者（パートナー）などふたりの間でふるわれる身体的・心理的・性的な暴力 

（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ））が問題とされていますが、あなたは、ド

メスティック・バイオレンス（ＤＶ）による被害を経験したり見聞きしたことがあ

りますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

１．直接経験したことがある 

２．直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる 

３．直接経験したことはなく、自分のまわりにも経験した（している）人はいないが、一般的な

知識として知っている 

４．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）という言葉は聞いたことがある 

５．そういう言葉は今まで聞いたことがない 

 

※ ドメスティック・バイオレンス（略してＤＶ）とは、配偶者や恋人など親密な関係にある（または、

そうした関係にあった者）から振るわれる暴力のことです。殴る、蹴るといった身体的な暴力だけ

でなく、暴言や監視、支配など精神的な暴力も含みます。
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問１１．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は配偶者（パートナー）間だけの問題では

なく、恋愛関係にある者の間でも同じような暴力（デートＤＶ）が起きています。

あなたは、デートＤＶによる被害を経験したり見聞きしたことがありますか。当て

はまる番号１つに○をつけてください。 

１．直接経験したことがある 

２．直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる 

３．直接経験したことはなく、自分のまわりにも経験した（している）人はいないが、 

一般的な知識として知っている 

４．デートＤＶという言葉を聞いたことはある 

５．そういう言葉は今まで聞いたことがない 

 

 

問１２．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やデートＤＶなどあらゆる暴力や様々な悩

みなどに関する相談窓口などについて、知っている番号すべてに〇をつけてくだ

さい。 

１．ＤＶ相談ナビ（♯８００８・はれれば） 

２．ＤＶ相談プラス（電話相談０１２０－２７９－８８９、チャット相談） 

３．島根県女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター） 

（相談専用電話☎２５－８０７１） 

４．性暴力被害者支援センターたんぽぽ（島根県女性相談センター内） 

（相談専用ダイヤル☎２５－３０１０） 

５．しまね性暴力被害者支援センターさひめ（相談専用ダイヤル☎２８－０８８９） 

６．島根県立心と体の相談センター（相談専用電話☎２１－２８８５） 

７．松江市家庭相談課（ＤＶなど家庭問題における相談　☎５５－５２１０） 

８．松江保健所心の健康支援課（心の健康相談　☎２３－１３１６） 

９．松江市男女共同参画センター（プリエール）（女性相談専用電話☎２５－２６０２） 

10．警察（相談専用電話　♯９１１０） 

11．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

12．知っているものはない 

 

 

 

※ デートＤＶとは、交際相手からの身体的、精神的、性的、社会的、経済的などの暴力行為のことで

す。（例：たたく、物を投げつける、怒鳴る、バカにする、無視する、携帯の通話履歴やメールなど

をチェックする、性行為を強要する、いつもお金を払わせる　など）
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問１３．セクシュアル・ハラスメント（性的ないやがらせ）による被害を経験したり見聞き

したことがありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。 

１．直接経験したことがある 

２．直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる 

３．直接経験したことはなく、自分のまわりにも経験した（している）人はいないが、一般的な 

知識として知っている 

４．セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）という言葉を聞いたことはある 

５．そういう言葉は今まで聞いたことがない 

 

 

■男女共同参画に関する用語等についておうかがいします。 

問１４．あなたは、次のような言葉やことがらについて知っていますか。(1)～(7)の 

それぞれについて、当てはまる番号に１つずつ○をつけてください。 

 

 

 内
容
を
よ
く
知
っ
て
い
る

内
容
に
つ
い
て
少
し
は
知
っ
て

い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

ま
っ
た
く
知
ら
な
い

 (1) 男女共同参画 １ ２ ３ ４

 (2) 松江市男女共同参画推進条例 １ ２ ３ ４

 (3) ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） １ ２ ３ ４

 
(4) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）防止法）

１ ２ ３ ４

 
(5) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（女性活躍推進法）

１ ２ ３ ４

 
(6) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

（困難女性支援法）

１ ２ ３ ４

 (7) 松江市男女共同参画センター（プリエール） １ ２ ３ ４
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■男女共同参画に関する行政への要望についておうかがいします。 

問１５．「男女共同参画社会」を実現するために、松江市は、今後どのようなことに力を 

入れていくべきだと思いますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

　 

１．男女の平等や相互理解に関する学習機会等の充実 

２．保育所等、その他子育てに関する施設やサービスの充実 

３．育児休業制度の充実や労働環境の整備 

４．高齢者や病人の施設や介護サービスの充実 

５．介護休業制度の充実や労働環境の整備 

６．労働時間の短縮、在宅勤務の普及など働き方の見直し支援 

７．子育てで仕事を退職した人の再就職支援 

８．介護等で仕事を退職した人の再就職支援 

９．審議会委員や管理職への女性の積極的登用 

10．民間企業・団体等の管理職への女性登用に関する支援 

11. 研究者など、従来、女性が少なかった分野への女性の進出の支援 

12．女性や男性の生き方等の悩みに関する相談の場の提供 

13. ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害者の支援 

14. 女性に対する暴力の防止への取り組み 

15．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

16．特にない


